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平成 25 年３月 27 日 

各   位 

会 社 名 江守商事株式会社 

代表者名 代表取締役社長 江守 清隆 

 （コード：9963、東証第一部）

問合せ先 常務取締役管理本部長 揚原 安麿 

 （TEL 0776-36-1133） 
 

子会社による孫会社株式の譲渡に関するお知らせ(開示事項の経過) 
 

当社は、平成 24 年 12 月 10 日付「子会社による孫会社株式の譲渡に関するお知らせ」に記載の通り、

当社の連結子会社である EMORI ASIA HOLDINGS PTE.LTD.が所有する THAI USUI CO.,LTD.（以下 TUC

という）の株式の一部を譲渡することを取締役会にて決議し、譲渡相手先と譲渡時期、譲渡価額につい

て交渉を進めてまいりました。本日、これらの諸条件について合意いたしましたので、以下の通りお知

らせいたします。 

 

記 

 

１．譲渡株式数、譲渡価額、譲渡前後の所有株式の状況 

（１） 異動前の所有株式数 

525,882 株 

（議決権の数 525,882 個） 

（所有割合：52.5％） 

（２） 譲渡株式数 

425,882 株 

（議決権の数 425,882 個） 

（所有割合：42.5％） 

（３） 譲渡価額等 

譲渡価額につきましては、株式譲渡先との合意により開示を控え

させていただきます。なお、譲渡価額は、譲渡先との協議の上、

2012 年 12 月末時点の TUC の純資産額を踏まえ決定しており、社

外取締役、社外監査役（うち独立役員１名）が出席した取締役会

で公正かつ妥当と判断し、その合理性についても担保されている

と認識しております。 

 

また、本株式譲渡に伴うアドバイザリー費用等はありません。 

（４） 異動後の所有株式数 

100,000 株 

（議決権の数 100,000 個） 

（所有割合：10.0％） 
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２．日程 

（１） 株式譲渡契約締結 平成 25 年４月１日 

（２） 株式譲渡日 平成 25 年４月１日 

 

３．今後の見通し等 

株式の譲渡が平成 25 年４月以降であることから、平成 25 年３月期の連結業績に与える影響はあり

ません。また、株式譲渡損益が次期の連結業績に与える影響は現在精査中であり、開示すべき事項が

発生した場合には速やかに開示いたします。なお、次期以降、TUC は当社の連結グループから除外さ

れることとなります。 

以 上 


